
農用地利用計画変更手続きフロー 

  
 
 

    
変更事由の発生 

     
 
                         

 
支庁と事前相談 

   農業振興地域整備計画変更案作成         
 
 
    公 告 （変 更）    
    
                   

 
          異議の申出 

         （異議なし） 

                （異議あり） 

                      

                   決  定  
                        
 
                審査の申立 

 
 
                裁  決 
 
   変更案の協議申請 
   （市 → 支庁） 

         標準処理期間２０日間（休日含まず） 

   知 事 回 答 
   （支庁 → 市） 
 
 
   決定公告・縦覧 

 

 

軽
微
な
変
更 

 

重
要
変
更 

 
 
農協等との意見聴取・調整 

縦覧期間 30日間

農用地区域内にある土地の所有者その

他その土地に関し権利を有する者が縦

覧期間満了の日の翌日から起算して 15
日以内に市に対し行う 

 
縦覧期間満了後６０日以内 

 
 市町村の決定に不服のある者が、決

定のあった日の翌日から起算して３０

日以内に道知事に対して行う 

申立てを受理した日から６０日以内 

 
 
 縦覧（農用地利用計画案のみ）

 
知事の同意が必要 


